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新潟県条例第35号 

新潟県起業化支援・交流拠点施設条例の一部を改正する条例 

新潟県起業化支援・交流拠点施設条例（平成15年新潟県条例第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第６条、第８条、第17条関係） 

(1) 創業準備オフィス 

区   分 単   位 使用料(円)

ブース 
１室につき

１月 

4,800

２名対応オフィス

１ 

１月 

26,100

２名対応オフィス

２ 

26,900

２名対応オフィス

３ 

27,600

２名対応オフィス

４ 

28,900

４名対応オフィス 53,000

備考 （略） 

(2) プレゼンテーションルーム、商談室、会議室

及び研修室 

区   分 使用時間 使用料(円)

プレゼンテーション

ルーム 

午前 5,700

午後 7,600

夜間 7,600

全日 18,800

商談室 

午前 5,600

午後 7,400

夜間 7,400

全日 18,300

会議室 

午前 4,700

午後 6,300

夜間 6,300

全日 15,500

研修室 

午前 6,200

午後 8,100

夜間 8,100

全日 20,200

備考 （略） 

別表（第６条、第８条、第17条関係） 

(1) 創業準備オフィス 

区   分 単   位 使用料(円)

ブース 
１室につき

１月 

4,500

２名対応オフィス

１ 

１月 

24,500

２名対応オフィス

２ 

25,200

２名対応オフィス

３ 

26,000

２名対応オフィス

４ 

27,100

４名対応オフィス 49,700

備考 （略） 

(2) プレゼンテーションルーム、商談室、会議室

及び研修室 

区   分 使用時間 使用料(円)

プレゼンテーション

ルーム 

午前 5,500

午後 7,400

夜間 7,400

全日 18,300

商談室 

午前 5,400

午後 7,200

夜間 7,200

全日 17,800

会議室 

午前 4,600

午後 6,100

夜間 6,100

全日 15,100

研修室 

午前 6,000

午後 7,900

夜間 7,900

全日 19,600

備考 （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使

用料については、なお従前の例による。 

 


